
（第５０期）

旭化成アドバンス株式会社

百万円 百万円

（　資　産　の　部　） （ 49,557    ） 　　（　負　債　の　部　）　 ( 31,350    )

  流　動　資　産 43,738      流　動　負　債 27,911    

現 金 及 び 預 金 508       55        

受 取 手 形 3,636     715       

電 子 記 録 債 権 6,996     18,570    

売 掛 金 20,111    6,995     

商 品 10,907     　 7         

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 12        296       

前 渡 金 103        　 935       

前 払 費 用 25        133       

未 収 入 金 169        　 182       

未 収 消 費 税 等 1,230     1         

立 替 金 34        22        

そ の 他 113       

貸 倒 引 当 金 △108       固　定　負　債 3,439     

  固　定　資　産 5,819     1,832     

19        

有　形　固　定　資　産 661       1,577     

建 物 120       11        

建 物 附 属 設 備 79        

構 築 物 14        　　（　純 資 産 の 部　）　 ( 18,207    )

機 械 及 び 装 置 186       

車 両 運 搬 具 0         　株　主　資　本 18,139    

工 具 、 器 具 及 び 備 品 24        

土 地 212       資　　本　　金 500       

リ ー ス 資 産 25        

資 本 剰 余 金 5,306     

無　形　固　定　資　産 1,027     120       

ソ フ ト ウ ェ ア 542       5,186     

そ の 他 485       

利 益 剰 余 金 12,332    

投 資 そ の 他 の 資 産 4,132     5         

投 資 有 価 証 券 403       12,327    

関 係 会 社 株 式 2,549     12,327    

長 期 前 払 費 用 7         

繰 延 税 金 資 産 788       　評価・換算差額等 69        

差 入 保 証 金 383       

そ の 他 10        　 78        

貸 倒 引 当 金 △8        　 △10      

49,557    49,557    

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。

貸　 借　 対　 照　 表

（２０２３年３月３１日現在）

科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額

退 職 給 付 引 当 金

支 払 手 形

買 掛 金

短 期 借 入 金

リ ー ス 債 務

未 払 金

電 子 記 録 債 務

未 払 費 用

前 受 金

預 り 金

そ の 他

未 払 法 人 税 等

リ ー ス 債 務

資　産　合　計 負 債 ・ 純 資 産 合 計

繰 越 利 益 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

そ の 他 利 益 剰 余 金

預 り 保 証 金

そ の 他

資 本 準 備 金

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 準 備 金



（第５０期）

                                     損　　益　　計　　算　　書

２０２２年４月　１日から

２０２３年３月３１日まで

旭化成アドバンス株式会社

科　　　　目 金　　　　額

百万円 百万円

売    上    高 59,662         

売  上  原  価 48,424         

売 上 総 利 益 11,238         

販売費及び一般管理費 9,453          

営　業　利　益 1,785          

営 業 外 収 益 271            

受 取 利 息 及 び 配 当 金 191            

為 替 差 益 69             

そ の 他 11             

営 業 外 費 用 75             

支 払 利 息 62             

そ の 他 12             

経　常　利　益 1,981          

特　別　利　益 17             

固 定 資 産 売 却 益 0              

投 資 有 価 証 券 売 却 益 17             

特　別　損　失 163            

固 定 資 産 処 分 損 9              

減 損 損 失 4              

投 資 有 価 証 券 売 却 損 1              

事 業 構 造 改 善 費 用 150            

税引前当期純利益 1,835          

法人税、住民税及び事業税 555            

法人税等調整額 41             

当 期 純 利 益 1,238          

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。



（第５０期）

個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券

子会社株式及び関連会社株式･･････移動平均法による原価法

その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの

　　　　　　　　　　　･･････時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

　　　　　　　　　　　　　　　　売却原価は移動平均法により算定）

　市場価格のない株式等･･････移動平均法による原価法

（２）棚卸資産

商品･･･････････････月次総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品･･･月次総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

（３）デリバティブ等の評価基準及び評価方法･･････時価法

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産（リース資産を除く）･･････定額法

（２）無形固定資産（リース資産を除く）

　　　　　　　　　･･････ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）

　　　　　　　　　　　　に基づく定額法

　　　　　　　　　･･････その他の無形固定資産は定額法

（３）リース資産　･･････所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

３．引当金の計上基準

（１）貸倒引当金･･････債権の貸倒れによる損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、

　　　　　　　　　　　貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見

　　　　　　　　　　　込額を計上している。

（２）退職給付引当金･･････従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の

　　　　　　　　　　　　　見込額に基づき計上している。

　　　　　　　　　　　　　①退職給付見込額の期間帰属方法

　　　　　　　　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に

　　　　　　　　　　　　　帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。



　　　　　　　　　　　　　②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　　　　　　　　　　　　　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

　　　　　　　　　　　　　（10年）による定額法により費用処理している。

　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

　　　　　　　　　　　　　間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ

　　　　　　　　　　　　　発生の翌事業年度から費用処理している。

４．収益及び費用の計上基準

　　当社が当事者として取引を行っている場合には、顧客から受け取る対価の総額で収益を計上し、当社が

　第三者のために代理人として取引を行っている場合には、手数料の額で収益を計上している。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

（１）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　　　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

　　　している。

（２）ヘッジ会計の方法

　　　繰延ヘッジ処理を採用している。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当処理を

　　　採用している。

（３）グループ通算制度の適用

　　　グループ通算制度の適用を開始している。

（会計方針の変更に関する注記）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号。以下「時価算定会計基準

　適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定める経

　過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用するこ

　ととしている。この変更による当事業年度の計算書類への影響はない。



（会計上の見積りに関する注記）

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る

計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりである。

　棚卸資産の評価

商品の貸借対照表計上額 10,907百万円

　当社は、棚卸資産の貸借対照表価額は取得原価で評価しているが、正味売却価額が取得原価より下落し

ている場合には、正味売却価額で評価し、取得原価との差額を当期の営業費用として処理している。

　営業循環過程から外れた棚卸資産については、将来の販売可能性について合理的に見積り、将来の使用

見込みを考慮して評価損の計上を行っている。

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 1,068百万円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

（１）短期金銭債権 2,489百万円

（２）長期金銭債権 68百万円

（３）短期金銭債務 15,284百万円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

（１）営業取引による取引高

　　　売上高 6,609百万円

　　　仕入高 16,917百万円

　　　販売費及び一般管理費 1,063百万円

（２）営業取引以外の取引高 107百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１．当事業年度の末日における発行済株式の総数

　　普通株式 20,001株



２．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

　　2022年6月30日開催の株主総会において、次のとおり決議している。

　　普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 529百万円

（ロ）１株当たり配当額 26,447円

（ハ）基準日 2022年3月31日

（ニ）効力発生日 2022年6月30日

３．当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

　　2023年6月30日開催の株主総会において、次のとおり決議を予定している。

　　普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額 548百万円

（ロ）配当の原資 利益剰余金

（ハ）１株当たり配当額 27,397円

（ニ）基準日 2023年3月31日

（ホ）効力発生日 2023年6月30日

（税効果会計に関する注記）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金の計上等によるものである。

　（内、評価性引当額は33百万円である。）

２．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

　　当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用している。また「グループ通算制度を適用する場合

　の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方

　法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

　　当社は、主に短期的な運転資金については、当社グループの親会社である旭化成株式会社及び外部金融

　機関から、借入で調達している。

　　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っている。また、

　投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っている。

　　デリバティブは主に為替の変動リスクに晒されている資産・負債に係るリスクを軽減することを目的と

　して利用しており、投機目的の取引はない。



２．金融商品の時価等に関する事項

　　2023年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

　現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記

　を省略している。

（単位：百万円）

（１）受取手形 3,636      －     

（２）電子記録債権 6,996      －     

（３）売掛金 20,111     

　　　　貸倒引当金 △108      

20,003     －     

（４）未収消費税等 1,230      －     

（５）投資有価証券

　　　その他有価証券 201        －     

（６）支払手形 (55) －     

（７）電子記録債務 (715) －     

（８）買掛金 (18,570) －     

（９）短期借入金 (6,995) －     

（10）未払法人税等 (182) －     

（11）デリバティブ取引 (14) －     

（12）（長期）預り保証金 (1,577) －     

（※）負債に計上されているものについては、(   )で示している。

貸借対照表計上額(※) 時価(※) 差額

3,636                    

6,996                    

20,111                   

△108                    

20,003                   

(14)

201                      

(55)

(715)

(18,570)

(182)

(6,995)

1,230                    

(1,577)



（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　（１）受取手形、（２）電子記録債権、（３）売掛金、並びに（４）未収消費税等

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

　　　　よっている。

　（５）投資有価証券

　　　　投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっている。

　（６）支払手形、（７）電子記録債務、（８）買掛金、（９）短期借入金、並びに（10）未払法人税等

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

　　　　よっている。

　（11）デリバティブ取引

　　　　為替予約の時価については、金融機関から提示された価格等によっている。

　（12）預り保証金

　　　　預り保証金の時価については、預り期間が見積もれる場合はその期間で割引計算を行っている。

（注２） 非上場株式(貸借対照表計上額203百万円)は、市場価格がないため「（５）投資有価証券」

　　　　 には含めていない。

（注３） 関係会社株式(貸借対照表計上額2,549百万円)は、市場価格がないため注記していない。

（関連当事者との取引に関する注記）

１．親会社及び法人主要株主等

商品の販売
当社商品の販売
（注２・３・４）

売上高 6,013 売掛金 1,261

－ 商品の仕入
商品の購入

（注２・３・５）
仕入高 45,726 買掛金 8,435

資金の借入
資金の借入
（注１）

－ 3,361 短期借入金 6,585

２．子会社及び関連会社等

ASAHI KASEI
ADVANCE
VIETNAM
CO.,LTD.

直接所有　100% － 商品の販売
当社商品の販売
（注２・３・６）

売上高 300 売掛金 545

３．兄弟会社等

旭化成建材㈱ － － 商品の仕入
商品の購入

（注２・３・７）
仕入高 8,249 買掛金 3,210

ＰＳジャパン㈱ － － 商品の仕入
商品の購入

（注２・３・８）
仕入高 5,992 買掛金 727

当該関連当 事者
と の 関 係

取 引 の 内 容 科 目

種 類 会 社 等 の 名 称
当該株式会社の
議 決 権 等 の
所 有 割 合

当該関連当事者の
議 決 権 等 の
所 有 割 合

直接所有　100%

取 引
金 額
（百万円）

種 類 会 社 等 の 名 称
当該株式会社の
議 決 権 等 の
所 有 割 合

当該関連当事者の
議 決 権 等 の
所 有 割 合

科 目
期 末
残 高
（百万円）

親会社 旭化成㈱

親会社の
子会社

親会社の
子会社

科 目
取 引
金 額
（百万円）

科 目
期 末
残 高
（百万円）

当該関連当 事者
と の 関 係

取 引 の 内 容

期 末
残 高
（百万円）

種 類 会 社 等 の 名 称
当該株式会社の
議 決 権 等 の
所 有 割 合

当該関連当事者の
議 決 権 等 の
所 有 割 合

当該関連当 事者
と の 関 係

子会社

取 引 の 内 容 科 目
取 引
金 額
（百万円）

科 目



取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）資金の借入については、旭化成のグループルールによる。

　　　　なお、資金の借入及び返済の金額は、期首の借入金残高と期末の借入金残高との差額である。

（注２）取引金額には消費税等を含めていない。期末残高には消費税等を含めている。

（注３）価格その他の取引条件は、市場実績を勘案して価格交渉等により決定されている。

（注４）取引金額は総額で記載しているが、当社は代理人としての会計処理を採用し、損益計算書上は

　　　　売上と仕入を相殺した純額で計上している。これらの取引における売上計上金額は相殺後で

　　　　4,101百万円である。

（注５）取引金額は総額で記載しているが、当社は代理人としての会計処理を採用し、損益計算書上は

　　　　売上と仕入を相殺した純額で計上している。これらの取引における仕入計上金額は相殺後で

　　　　16,222百万円である。

（注６）取引金額は総額で記載しているが、当社は代理人としての会計処理を採用し、損益計算書上は

　　　　売上と仕入を相殺した純額で計上している。これらの取引における売上計上金額は相殺後で

　　　　18百万円である。

（注７）取引金額は総額で記載しているが、当社は代理人としての会計処理を採用し、損益計算書上は

　　　　売上と仕入を相殺した純額で計上している。これらの取引における仕入計上金額は相殺後で

　　　　469百万円である。

（注８）取引金額は総額で記載しているが、当社は代理人としての会計処理を採用し、損益計算書上は

　　　　売上と仕入を相殺した純額で計上している。これらの取引における仕入計上金額は相殺後で

　　　　117百万円である。

（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 910,327円23銭

１株当たり当期純利益金額 61,895円55銭

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項なし。

（収益認識に関する注記）

　収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び

費用の計上基準」に記載の通りである。


